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本テンプレートは、ＩＰＡが作成した平成 24 年度版のＴＲＭより、附録 1-3 調達仕様書テンプレ

ート（システム開発）のフレームワークを参考に作成しています。 
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第1 調達案件名 

三重県●●システム構築及び運用保守業務委託 

 

 

 

 

第2 作業の概要 

1 背景と目的 

現在、三重県では、「●●システム（以下「現行システム」という。）」を開発、運用し、●●の実施

業務を行っているところであるが、現行システムのサポートが●●年●月に終了となり、それ以後

は、十分なサポートが得られない状態での運用を行わざるを得ない状況にあり、さらに、●●年に

は、●●が開始されることから、これら制度改正に対応する必要がある。このため、●●の実施業務

を現行システムと同様に処理するとともに、新たに●●の実施業務を処理する、新しい「●●システ

ム」の開発が必要とされる。 

新システムの導入により、●●の実施業務を、適正、確実かつ合理的、効率的に行うことを目的と

する。 

なお、●●システムにおいて、移行すべき既存データの範囲及び利用方法を開発段階において

明確化し、移行等を行うものとする。 

 

2 用語の定義 

(1) 「システム管理者」とは、別途指定する職員をいう。 

(2) 「業務担当者」とは、●●の実施を担当する職員をいう。 

 

3 業務の概要 

●●は、現在、別添●「業務処理の年間スケジュール」のとおり実施されている。 

三重県●●では、●●の実施に係る業務を担当しており、現在、主な業務として、以下の(1)～(5)

を行っている。 

(1) ●●業務 

ア ●●スケジュール等の決定 

イ ●●の準備 

(2) ●●業務 

ア ●●の確認 

イ システムで使用する●●電子データの作成・管理 

(3) ●●業務 

ア ●● 

イ ●●を実施するために必要な各種帳票の作成 

注意事項： 

・クラウド版では、構築と運用保守をセットで調達します。 
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(4) ●●業務 

ア システムで使用する●●電子データの作成 

イ ●● 

ウ ●●の作成 

(5) ●●の検討に関する統計資料の作成業務 

ア 各種資料を作成するための●●把握 

イ ●●の分析に関する資料の作成 

ウ ●●の運用等の検討に関する資料の作成 

 

4 情報システム化の範囲 

本業務では、「3 業務の概要」で説明した業務のうち、●●業務、●●業務、●●作成業務、統

計資料作成業務を情報システム化の範囲とする。 

今回のシステム構築は、●●の導入に伴う業務手続の変更に対応するためのシステムをインター

ネットのクラウド環境上への構築を主たる目的とする。あわせて、統計資料作成業務における分析処

理機能の高度化を図り、分析担当者の非定型分析ニーズに応じた帳票を自由に作成できるように

する。 
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5 作業内容・成果物 

(1) 作業内容 

本業務は、●●年●月に実施する●●業務の開始に向け、次項「第３機能要件」に関する基

本設計、詳細設計、開発・単体テスト、結合テスト、総合テスト、移行、受入テスト及び運用保守

に係る各作業を発注するものである。 

ア 次期システムの構築 

本書に従い、●●システムをクラウド上に構築し利用可能とすること。 

このうち、●●年●月までには、基本設計、詳細設計、開発・単体テストを、●●年●

月までには、結合テスト、総合テスト、データ移行、受入テスト、研修を行うこと。 

イ 機器の納入、設置、設定 

本書に従い、データ連携サーバの納入、設置、設定作業を行うこと。 

ウ 運用・保守 

本書に従い、●●システムの運用及び保守を行うこと。 

 

注意事項： 

・クラウド版では、「インターネットのクラウド環境」の場合と、「LGWAN のクラウド環境」の

場合があります。本テンプレートでは、「インターネットのクラウド環境」を前提に記載

していますが、「LGWAN のクラウド環境」の場合は、LGWAN に置き換えてください。 

・「インターネットのクラウド環境」と、「LGWAN のクラウド環境」のどちらが適切なのかの

判断については、RFI 等で対応可能な事業者が存在するか確認したり、デジタル戦

略企画課に相談したりしてください。 

・庁内の他システムと連携が必要な場合は、実現の可否についてデジタル改革推進課

に相談してください。 

注意事項： 

・クラウド版では、構築と運用保守をセットで調達します。 

・庁内のシステムと連携が必要な場合、連携サーバなどの設置が必要となります。しかし、

連携サーバは全体の一部でもあるため、分離調達せずに、機器も包括して調達する記

載としています。機器の規模が大きく、切り離すことが容易な場合は、分離調達を検討

してください。 
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基本設計 

詳細設計 

製造・単体テスト 
結合 

テスト 
総合 

テスト 

●年 
●月 
●旬 

●月 ●月 ●月 ●月 ●月 ●月 ●月 ●月 

●年 

●月 ●月 

●日 

●月 

研修 

プロジェクト管理 

移行 

運用 

受入 

テスト 

 
 

 

(2) 履行期間 

本業務の委託期間を以下に定めるものとし、詳細は別添●「●●システム構築及び運用保守

スケジュール」を参照すること。 

履行期間 : 契約日から●●年●月●日 まで 

なお、工程毎の履行期間は以下のとおりとする。 

 工程 開始 終了 

1 基本設計、詳細設計 ●●年●月●日 ●●年●月●日 

2 開発・単体テスト ●●年●月●日 ●●年●月●日 

3 結合テスト ●●年●月●日 ●●年●月●日 

4 総合テスト ●●年●月●日 ●●年●月●日 

5 受入テスト ●●年●月●日 ●●年●月●日 

6 移行 ●●年●月●日 ●●年●月●日 

7 運用 ●●年●月●日 ●●年●月●日 

 

 

 

注意事項： 

・クラウド版では、開発＋保守の契約が前提となります。 

・最短の契約期間はサービスよって異なります。（数ヶ月～５年）ＲＦＩ等で最短の契約期間

を確認のうえ、別途更新延長可能な契約とすることが望ましいと考えます。 
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(3) 納入成果物 

ア 納入期限 

(ア)  ○○実行環境一式 

●●年●月●日（曜日） 

(イ)  基本設計書等の各種設計書 

●●年●月●日（曜日） 

(ウ)  業務マニュアル、操作マニュアル及び研修教材 

●●年●月●日（曜日） 

(エ)  上記以外の成果物 

●●年●月●日（曜日） 

イ 納入成果物一覧 

要件 成果物名 内容の例 

業務・機能 

情報・データ 

ユーザインタフェ

ース 

外部インタフェー

ス 

システム方式 

ネットワーク 

ソフトウェア 

ハードウェア 

基本設計書 

詳細設計書 

機能一覧 

画面一覧、画面遷移図、画面設計書 

帳票一覧、帳票レイアウト、帳票設計書 

データ項目定義書 

データフロー図 

ジョブ一覧（バッチ処理） 

外部インタフェース仕様書 

各種コンフィグシート（環境設定定義書

等） 

システム方式設計書 

ソフトウェア及びハードウェアの構成及び

積算資料 

開発 

開発に係る 

標準規約 

システムで用いるコーディング標準や

SQL 文作成に関する規約 

プログラム設計書 カスタマイズ部分のプログラム設計書 

ソースコード カスタマイズ部分のソースコード 

実行プログラム一式 カスタマイズ部分の実行プログラム一式 

情報セキュリティ 情報セキュリティ設計書   

テスト テスト計画書 

実施するテストの種類：単体テスト、結合

テスト、総合テスト、受入テスト 

計画書には、合否判定基準を定める。 

 作業スケジュール 

 テストシナリオ 

  テスト実施報告書 

  
テストデータ、テストスクリプ

ト、テストツール 



 

 6

要件 成果物名 内容の例 

移行 移行計画書   

 移行手順書  

  移行結果報告書   

  

移行データ   

引継資料 運用引継ぎのための文書 

研修計画  

  研修教材 研修用システム環境及び研修ツール 

運用・保守 操作マニュアル（ユーザ用） システム利用者が使用するマニュアル 

 
操作マニュアル（システム管

理者用） 
 

 
業務運用マニュアル（管理

者用） 
 

 運用・保守計画書   

 運用・保守手順書 
システム管理者、運用事業者が使用する

手順書。復旧運用マニュアルを含む 

作業体制、プロジ

ェクト管理及び会

議等の資料 

 

 

  

  

  

  

  

  

プロジェクト実行計画書及

びスケジュール（WBS を含

む） 

プロジェクト実行計画書及びスケジュール

（WBS を含む。以下「プロジェクト実行計

画書等」という。）については、契約後●

日以内に原案を作成・提出し、三重県の

承認を得た上で決定する。 

なお、プロジェクト実行計画書等は、作業

の進捗状況に合わせ随時内容の更新及

び詳細化を図り、更新後のプロジェクト実

行計画書等は、定例会等の機会を利用し

て、報告・提出する。 

担当者名簿  

プロジェクト体制図及び役

割分担表 
作業、機密保持、品質管理など 

管理表 

コミュニケーション管理、情報セキュリティ

対策、進捗管理、品質管理、課題・リスク

管理、仕様変更管理（仕様変更管理簿）

及び構成管理等（定例会議ごとに提出・

報告） 

報告書 ・進捗報告（定例会議ごとに提出） 
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要件 成果物名 内容の例 

・作業報告、臨時・緊急報告等個別報告

書（必要に応じて作成・提出） 

打合せ議事録等 

・議事録（定例会議等の打合せ終了後原

則 3 日後までに提出） 

・課題・リスク管理表 

・その他会議資料（必要に応じて作成・提

出） 

表 成果物一覧表 

 

(ア) 納入成果物については、プログラム（ソースコードと実行プログラム一式）、テスト

データ（データ、スクリプト、ツール）及び移行データを除き、次のとおりとすること。 

ａ 紙媒体（パイプファイル等を使用して、各丁を取り外せる形で編てつすること）及

び電子ファイル（Word、EXCEL 及び PDF ファイル）で保存した CD-R 等で納品

すること。 

ｂ 用紙は、A4 判縦置き、横書き、左とじを原則とし、図表については、必要に応じ、

A3 判を使用することができるものとする。 

ｃ 使用言語は、日本語で記述し、英文等を引用する場合は、日本語訳を併記する

こと。 

ｄ 容易に加除できる仕組とし、変更履歴を付けて変更管理が行えるようにするこ

と。 

(イ) カスタマイズ部分のプログラムには、ソースプログラム、実行形式プログラム、利用

環境等を定義するファイル、コンテンツを含め、CD-ROM 等に格納すること。 

(ウ) データについては、テストデータ及び現行システムからの移行データ等があり、別

途調達するサーバ上のハードディスクに格納すること。 

(エ) 受託者が提出した作業計画書、報告書、各種管理表、議事録及びその他会議

資料等については、必要な加筆修正を行い三重県担当者の承認を受けたものをすべて

編てつし、指定された納入期限までに一括して納入すること 

ウ 納入場所、納入条件 

三重県津市広明町 13 番地・・・ 

なお、詳細については、別途三重県担当職員の指示に従うこと。 

エ 検収方法 

(ア) 受入テスト 

ａ テストは、三重県が別途承認（または、作成）する「受入テスト計画書」に基づいて

行うが、受託者は、このテストの支援を行うこと。 

ｂ 受託者は、「受入テスト計画書」に対する結果を取りまとめる作業に協力するこ

と。 
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ｃ 受託者は、テストにおいて不具合が発見された場合、三重県の指示に従い、適

切な処置を施すこと。 

ｄ テスト時に使用した一時ファイル等の不要なファイル等は、受入テスト終了後、受

託者において削除すること。 

(イ) 完成検査 

ａ 受入テスト終了後、「(3)イ 納入成果物一覧」の●～●の記載内容を検査する。 

ｂ これらの記載内容と「(3)イ 納入成果物一覧」の●、●の内容との間に差異や矛

盾がないか検査する。 

ｃ 完成検査において指摘があった場合には、三重県の指示に従い、適切な処置

を施すこと。 

 

第3 機能要件 

1 業務要件 

●●システムは、現行システムの機能を継承し、●●の業務を適正、確実かつ効率的に行うシス

テムとして構築する。以下に、●●システムを構成する機能について、各機能を構築する目的を基

本的要件として示し、各機能に必要と考える主な機能を機能要件として示す。 

受託者においては、機能要件を満たすのみではなく、基本的要件を実現すべく設計を行い、シス

テムを構築すること。 

なお、各機能の具体的仕様については、設計時において受託者と三重県の協議により決定す

る。 

(1) ●●管理業務 

●●管理業務は、●●から●●までを行うものである。 

ア ●●業務 

当業務では、●●から、システムで使用する●●の情報（以下「●●情報」という。）を作

成するとともに、●●を行っている。 

(ア) ●●受付機能 

【基本的要件】 

本機能では、●●システムと連携して申請情報等を取得し、●●情報の作成を行う

ものとする。 

なお、●●システムとの連携処理は、別添●●「●●●●」に記載された連携仕様

に従い、本処理を行う上で必要な機能を備えること。 

【機能要件】 

ａ ●●システムと連携し、●●情報の取得ができること。 

ｂ コードエラー等のチェックができること。 

ｃ 職員による机上審査の結果を登録できること。 

ｄ 申請情報等に不備がある場合、●●システムと連携して、補正指示ができるこ

と。 
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ｅ 申請情報等から●●情報を作成できること。 

ｆ ●●システムと連携して、●●ができること。 

ｇ 本処理を行う上で必要な帳票を出力できること。 

(イ) ●●申請受付機能 

【基本的要件】 

本機能では、●●情報及び●●結果を取得し、●●情報の作成を行うものとする。 

なお、●●については、別途調達を行う予定であり、本業務の範囲外とする。 

また、●●システムとの連携仕様については、現行システムで使用している様式及

び連携仕様を継承する予定としているが、さらなる合理化・効率化の方策がある場

合には、受託者が示すこと。 

【機能要件】 

ａ ●●を行い、●●を●●欄に記載する。 

ｂ ●●と連携して、●●を取得できること。 

ｃ ●●から●●情報を作成できること。 

ｄ ●●情報は、●●を管理できること。 

ｅ 本処理を行う上で必要な帳票を出力できること。 

      

(2) ●●業務 

●●業務は、●●業務で確定された●●を対象とし、受付から回答までを行うものである。 

ア ●● 

●●においては、●●の決定、●●の準備、●●の作成等に係る業務を行っている。 

なお、●●については、見直し、変更が検討されているところであり、これらの検討結果に

ついて柔軟に対応できるシステムとして構築すること。 

(ア) ●●業務 

当業務では、●●を対象として、●●の作成を行っている。 

ａ ●●作成機能 

【基本的要件】 

本機能では、●●情報から●●を抽出し、●●情報を作成するものとする。 

【機能要件】 

(a) ●●情報から●●を抽出し、●●情報を作成できること。 

(b) ●●等の登録ができること。 

(c) ●●を付与できること。 

(d) 必要に応じ、個別に●●等を設定できること。 

(e) 必要に応じ、●●情報の修正ができること。 

(f) 本処理を行う上で必要となる帳票を出力できること。 

ｂ ●●作成機能 

【基本的要件】 
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●●は、●●を対象とし、外注して作成を行っている。 

本機能では、外注用データファイル（CSV データ）の作成を行い、必要に応じ

●●を特定し、●●の個別出力を行うものとする。 

【機能要件】 

(a) 外注用データファイルを作成できること。 

(b) ●●を検索、特定し、個別の●●を帳票出力できること。 

(c) 本処理を行う上で必要となる帳票を作成できること。 

 

 

 

 

2 画面要件 

現行システム画面一覧を別添●に示す。 

●●システムは、現行システムの画面デザイン及び遷移等につき原則として踏襲することとし、さ

らなる業務の効率化・合理化が図れるよう、必要に応じ変更等を行うものとする。 

なお、具体的な画面デザイン及び遷移等の決定は、設計時において受託者と三重県職員の協議

により行うので、受託者は、効率化・合理化の方策がある場合には設計時に示すこと。 

 

3 帳票要件 

現行システム帳票一覧を別添●に示す。現行システムは、これら帳票につき、帳票印字のほか、

●●ファイルへの出力も可能としている。 

次期システムにおいても、これらの帳票を現行システムと同様に作成するものであるが、現在、帳

票等については、特に統計資料について、出力された帳票を直接利用するより、出力されたファイ

ルを二次加工して使用する機会が多く、また、簡易な項目の変更であっても、職員において行えな

いなどの問題点を抱えているところである。 

本業務の実施に当たっては、現在作成している帳票の分析を行い、各帳票の利用形態等に応

じ、IT の専門家ではない職員が IT スキルに依存することなく、容易に帳票開発及び二次加工が行

えるような柔軟なシステムとして、例えば、市販の分析作表ツールを活用する方法等により構築する

ものとし、上記問題点の解決策を示すこと。 

 

注意事項： 

・クラウド版では、業務要件が重要になります。できるだけ具体的に記載してください。 

・特に、例外処理等（○○の時はいつもと違うことをしている）についても具体的に記載し

てください。 
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4 情報・データ要件 

(1) 当該業務の概念データモデルを別添●に示す。 

(2) 効率的なアクセス処理を可能とし、かつデータベース維持管理のためのプログラムコード

の開発の必要性を極小化できるようにするため、正規化等を十分に考慮の上、冗長なデータ

の発生を抑制する設計とすること。 

(3) 将来、DBMS 製品を変えても対応できるよう特殊な SQL 等は使わないこと。  

 

5 外部インタフェース要件 

●●システムが行う業務のうち、他システムのインタフェースを適用する機能は、以下のとおりであ

り、それぞれ、各システムが定めるインタフェース仕様に従うこと。 

機能名 インタフェース 

●●受付機能 ●●システム 

●●申請受付機能 

●●取得機能 

●●情報登録機能 

●●表取込機能 

●●スキャナ 

 

●●機能 ●●システム 

●●取込機能 ●●を利用した●●システム（●●の電子データを作成） 

 

第4 非機能要件 

1 規模要件 

(1) 利用者数 

●●システムの利用者は、三重県職員等であり、具体的には以下のとおりである。 

ア システム管理者 

別途指定する職員 

イ 業務担当者 

●●の実施を担当する職員 

ウ 会計年度任用職員 

●●の実施において、臨時に採用する職員 

(2) データ量 

ア 現行システムにおける主なデータ量 

（省 略） 

イ 各年度●●見込数等 

 
 

 
 発生頻度 

 
  発生見込件数 

 
●●数 

 
  年●回 

 
約●●件／年 

●●数 
 
  年●回 

 
約●●件／年 
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●●数 

 
  年●回 

 
約●●件／年 

 

(3) 利用頻度 

ア 現行システムにおける主な利用頻度として、●●年の実績を以下に示す。 

NO 観点 処理要件 

1 ●●の登録者数 XXXX 人 

2 ＨＰへのアクセス数 XXXX 件 

3 ●●の更新回数 XX 回 

4 帳票出力 XXXXX 枚 

 

 

 

 

2 性能要件 

端末利用者にとって快適な作業を実現でき、かつシステムの日常運用を円滑に進めることができ

ることとし、以下の前提条件のもとでの処理速度を実現すること。 

(1) 前提条件 

ピーク時の利用イメージは以下のとおり。 

NO 観点 処理要件 

1 登録件数 XXXX 件／時間 

2 ○○画面への同時アクセス数 XXXX 件／時間 

3 メール配信 XX 万件／分 

4 帳票出力 XXXXX 枚/時間 

 

主なピークのタイミングは以下のとおり。 

NO 観点 

1 年度末の○○～○○までの間に利用者数が●●人に増加する 

2 ■■■■■が発生すると外部からのアクセス数が増加する 

3 開庁日の朝に本システムの利用者が一斉に利用開始する 

4 ●●の再計算処理に時間がかかる 

 

注意事項： 

・LINE のようなサービス利用型のアカウントについて変更が必要な場合には、変更

前のアカウントや URL について、変更後のアクセスに対して、自動転送を行うなど

利用者が不利益にならないような対応を行ってください。 

・LINE については、「政府機関・地方公共団体等における業務での LINE 利用状況

調査を踏まえた今後の LINE サービス等の利用の際の考え方（ガイドライン）」も参

考に対応してください。 
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(2) 処理速度要件 

ア 通常時のオンライン処理のレスポンス時間の目標値は、●秒以内とする。 

（ただし、ネットワークによる転送処理を除く。） 

イ 通常時において、前項記載のデータ量を処理しきれること。 

ウ ピーク時において、処理要件に記載された性能を実現できること。また、急激な処

理量の増加においても本システムがフリーズしないこと。 

エ ピーク時におけるオンライン処理のレスポンス時間の目標値は、●秒以内とする。

（ただし、ネットワークによる転送処理を除く。） 

オ 性能要件の達成状況を日次にて、システム管理者が受託者の報告を待つことなく

モニタリングできること。 

 
3 信頼性要件 

(1) 障害に伴うシステム停止は年 3 回以内、年間の累計停止時間は 14.5 時間以内、年間

稼働率は 99.5％以上とすること。 

(2) 障害対策要員の常駐は要しないが、障害発生時の連絡受付窓口は、平日 8 時 00 分か

ら 18 時 00 分まで、常時受付可能とする。 

(3) 障害発生時の障害対応要員の駆けつけ時間は障害検知より４時間以内、目標復旧時間

は障害検知よりおおむね 12 時間以内とする。 

(4) データセンターは、日本国内のデータセンターで運営管理等の全てが行われること。 

訴訟を提起する場合、三重県庁の所在地がある地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所

とすること。 

(5) 停電や電源障害時の不意のシステムダウンを防止するために、UPS（無停電電源装置）

を備えること。データセンター全体で用意している場合について、UPS はそれぞれの

筐体で個別に用意する必要はないが、本システムを安全に停止できるだけの時間稼働

できるだけの容量を確保できること。 

(6) システム利用者の不注意、故意等によるデータの消失対策として、毎日夜間に自動的

にデータベースファイルのバックアップをとり、2 世代分のバックアップデータを（遠

隔地に）保管し、必要に応じてファイル単位でのデータリストアを可能とする仕組を

設け、その手順を復旧運用マニュアルに記載すること。 

(7) レスポンスの大幅な劣化の予兆を検知したタイミングで、予防保守により、性能要件

で示したレスポンスタイムを維持すること。 

注意事項： 

・クラウド版では、性能要件が重要となります。できるだけ、繁忙期における処理量など、

ピーク時の想定を明確にしてください。 

（クラウド環境はハードウェアリソースを柔軟に変更できる場合があり、ピーク時の計画

を立てることが可能であれば、その時期のみ増強するなどの解決策が適用できる場合

があります） 
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(8) 障害等によりメインセンター（メインサーバ）が稼働停止した場合は、別拠点のリカ

バリーセンターにて即時で切替運用できることとし、システムを継続稼働すること。

稼働環境の設置場所・設備までを含めて、本システム稼働環境は N+1 冗長化構成を採

用すること。アプリケーションの稼働環境はクラスタによる単一構成ではなく、同様

構成の稼働環境をデータセンター内に複数保有すること。 

(9) 各データセンターでリアルタイムにディスクへの複製、本番データセンターとバック

アップセンター間でリアルタイムのデータ複製を実施すること。 

(10) データセンターへ引き込むインターネット回線は、複数社のサービスを利用している

こと。また、バックボーン回線は、利用するクラウドサービス専用の回線として、イ

ンターネットハブの近隣に配置されること。 

(11) サービスレベルについて、システム全体が障害・停止しないよう、サーバやデータセ

ンターの冗長化によりシステム停止を回避する構成のクラウドサービスとすること。 

 

 

 

注意事項： 

・クラウド版では、相手先のデータセンターの要件について記載が必要です。 

・本テンプレートでは、かなり高い要件を例として記載しています。RFI 等で対応可能な

事業者が存在するか確認のうえ、削除・修正してください。 

・大規模システムの場合は、上記に加え、「メインセンターのデータセンターは、日本デ

ータセンター協会が策定した「データセンター ファシリティ スタンダード」における、

ティア３相当の設備を有していること。」を RFI 等で対応可能な事業者が存在するか確

認のうえ、追記・修正してください。 
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4 拡張性・柔軟性要件 

(1) 将来、●●数等が調達時に指定した量の●割増となっても、プログラムやファイル等の

改修なく対応できるよう、データベースやファイル等の容量に余裕を持たせること。 

(2) 将来、歴年で保有するデータベースやファイルについては、調達において指定した量の

●倍になっても、プログラムやファイル等を改修することなく対応できるようにすること。 

(3) 業務アプリケーションの構成は、データ管理部分、業務ロジック、ユーザインタフェースを

分離・分割し、相互の独立性を高めることにより、機能追加や保守作業に対する影響範囲を局

所化でき、システムの改変に対する柔軟性が確保できるように配慮すること。 

(4) 一時的な利用者増加に伴う、導入当初のアカウント数を超える利用者数が必要になった

場合も、追加費用なしに追加可能であること。また、●日以内に ID が発行できること。（最大ア

カウント数 ●●●アカウント程度を想定） 

(5) 稼働後にデータ容量が不足した場合は、増設を可能とすること。 

(6) レスポンスの大幅な劣化の予兆を検知したタイミングで、予防保守により、性能要件で示

したレスポンスタイムを維持できるリソース追加が可能なこと。 

 
 

 

5 上位互換性要件 

OS 及びミドルウェアのバージョンアップに対し、サーバ側の変更について、端末側に対して影響

を与えないシステムとすること。ただし、影響を回避することができない場合は、環境変更作業を本業

務の範囲内で実施すること。 

また、端末側の変更に伴う影響については、極力小規模な作業で柔軟に対応可能なシステムを

構築すること。 

 

6 業務継続性要件 

(1)  業務継続に関わる想定リスク 

ア 地震、火災、風水害等、攻撃等による直接的なセンター設備及び情報システムの損

壊 

イ センター周辺のライフライン（電力、通信、交通等）の機能不全による情報システムの

長時間停止 

(2)  業務再開に当たっての条件 

前述の想定リスクに対しては、システム運用をバックアップセンターへ切り替え、別添●のシス

テム資源及び要員体制の範囲内での縮退運用により業務を継続する。 

注意事項： 

・クラウド版では、利用者数で制限がかかる場合があります。会計年度任用職員に利用さ

せる場合を想定し、一時的な利用者数についても明らかにし、本調達の範囲内で利用

できるように指定する必要があります。 
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(3) 発災時に備え、本システムの業務継続に関連する書類を作成すること。作成書類は以下

のとおり。 

・発災時対応チェックリスト 

 発災時の対応（被害状況の確認、職員による復旧対応、保守事業者による復旧対応、代替

措置実施等）に関するチェックリスト 

・被害確認チェックリスト 

 被害状況の確認事項（サーバ機器の状況、サーバ用電源の状況、空調電源の状況、構内ネ

ットワークの状況、引込回線の状況等）に関するチェックリスト 

・対応・復旧マニュアル 

 発災時の職員の対応や、職員が行うシステム停止・復旧作業等に関するマニュアル 

・連絡体制表 

 発災時の連絡体制表 

 

 

 

 

 

 

7 情報セキュリティ要件 

(1) 権限要件 

ア ●●を担当する職員は、それぞれ、担当する●●に係る機能やデータのみ利用で

きること。 

イ ●●において、臨時に採用する会計年度任用職員は、受付・審査業務に係る機能

やデータのみを利用できること。 

ウ 以下のアクセス制御要件を満たすこと。 

 

NO  概要 

1 パスワード パスワードが有効期限切れになるまでの期間を設定できること。 

注意事項： 

・RFI 等で対応可能な事業者が存在するか確認のうえ、削除・修正してください。 

 

その他留意事項： 

非常時優先業務に必要となる情報システムにおいては、発災時のＲＴＯ（目標復旧時間）や

事業者の参集等の費用発生が見込まれる要件について、仕様書に盛り込むべきか検討を行

ってください。 

注意事項： 

非常時優先業務に必要となる情報システムにおいては、（３）を記載してください。 
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NO  概要 

2 ポリシー パスワードの再利用制限にあたり、何回前のパスワードを使用不可にするかを設

定できること。 

3 パスワードとして許可する最小の長さを設定できること。 

4 ログインの失敗が許される回数を制限し、制限を超えた場合はロックできること。 

5 ログイン制御 アカウント単位に、各サブシステム内の機能及びデータベースのテーブル毎のア

クセス可否、更新可否の権限を設定できること。 

6 代理認証又は SAML を利用した統合認証の環境が構築可能な拡張性を持つこ

と。 

7 セッション管理 何も操作しない状態が何分間続いた場合に自動的にログアウトさせるかを設定で

きること。 

8 すべてのページ要求に対して、TLS1.2 以上を使用し、SHA-2(256）以上の SSL

サーバ証明書を使用すること。 

9 個々のセッションにはログイン時に作成された固有のトークンを使用し、トランザク

ションごとに識別及び再検証ができること。 

 
(2) 情報セキュリティ対策 

想定される脅威を整理し、契約後に示す「三重県電子情報安全対策基準（情報セキュリティポ

リシー）」に従った対策ができること。 

また、本システムのセキュリティ対策について、パッチの適用、ウイルス対策、ログ管理、ユーザ

認証、不正アクセス防止、ネットワーク不正侵入防止等の観点から、セキュリティ設計を行うこと。 

なお、納品時は、ソフトウェア・ハードウェア（プリンタ等）・ネットワーク製品については、脆弱性

対応を実施済のこと。 

 

(3) 暗号化要件 

本システムで保有する情報の漏えい等を防止するため、利用者が直接アクセスできないように

制限し、個人情報や機密データ等は暗号化する機能を備えること。 

また、通信回線に対する盗聴防止のため、通信回線を暗号化する機能を備えること。 

 

(4) データセンターのセキュリティ対策 

本システムの稼働環境（クラウド基盤）が設置される本番のデータセンターは日本国内に設置

されたものとし、以下の物理的セキュリティ対策を満たした設備とすること。 

尚、重要性分類特 A の情報資産を取り扱う場合は、「政府情報システムのためのセ

キュリティ評価制度（ISMAP）」に登録されていること。 

 

注意事項： 

・RFI 等で対応可能な事業者が存在するか確認のうえ、削除・修正してください。 

 

コメントの追加 [哲松1]: 20250616 

ISMAP 追記 
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NO 概要 

1 外観は看板や標識がない匿名性を確保すること。 

2 ケージを含むすべてのドアは ID カードや生体認証等による入退管理を実施すること。 

3 サーバ機器は施錠が施されたラックやアクセス制御機能付きスチール製ケージに格納すること。 

4 監視デジタルカメラ等により侵入者を検知でき、警備事業者への自動通知機能を備えたセンサで監視

されていること。 

 
8 情報システム稼働環境要件 

(1) 全体構成 

受託者は、システム構築に当たって必要となるソフトウェア及びハードウェアの構成を作成する

こと。 

また、ソフトウェア及びハードウェアの構成を作成する際には、「安全性」「機密性」「信頼性」

「効率性」「操作性」「保守性」「拡張性」の確保に留意すること。 

現行システムの機器構成図を、別添●に、現行システムの使用機器を、別添●に示す。同図

に含まれないものであってもこの仕様書に規定する各種要件を実現するために必要なハードウェ

ア、ソフトウェア及びネットワーク機器を参考に構成を作成すること。 

なお、システムの寿命とハードウェア・ソフトウェアのサポート期限とは直接リンクさせない。将来

ハードウェアを交換したりソフトウェアのバージョンアップをしたりした時も業務アプリケーションに

手を入れることがない、もしくは最小にすることを検討し、明示すること。 

また、本システムは●●年●●月までの稼働を予定している。この期間中に OS/Office 等のソ

フトウェア製品のサポート期間が切れない構成とすること。 

 

(2) ハードウェア構成 

ア 現行システムのサーバ、端末機器等のハードウェア構成等の詳細については、別添

●●に示す。 

 

【インターネット接続の場合】 

イ 利用者が使用するインターネット接続用の仮想端末の仕様については、以下のとお

り。 

項目 仕様 

仮想化方式 SBC 方式 

CPU Xeon E5-2697A v4 (2.60GHz) 

1 台あたりの割り当てコア数 5 コア 

1 台あたりの割り当てメモリ 32GB 

注意事項： 

・RFI 等で対応可能な事業者が存在するか確認のうえ、削除・修正してください。 
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項目 仕様 

1 台あたりの最大同時接続ユーザ 30 

OS Winodws Server 2012 R2 

ブラウザ Internet Explorer 11 

標準画面解像度 1,366×768 

※物理端末に準じるため、変更の可能性

がある。 

 

【LGWAN 接続の場合】 

ウ 利用者が使用する一人一台パソコンの仕様については、別添●●「一人一台パソコ

ン機器仕様表」に示す。 

 

(3) ソフトウェア構成 

ア 現行システムのサーバ、端末機器等の基本ソフトウェア構成、ミドルウェア環境等の

詳細については、別添●●に示す。 

イ 三重県が保有するライセンス等については、別添●●に示す。 

ウ 次期システムのソフトウェア構成については、別添●●について留意すること。 

 

(4) ネットワーク構成 

ア 現行システムのネットワーク環境は、別添●●「三重県行政 WAN 概要図」に示す。

次期システムにおいても同ネットワーク環境を使用する。 

イ 三重県行政 WAN との接続においては、以下の通信プロトコルに限定されていること

に留意すること。 

 

【インターネット接続の場合】 

NO 通信元 通信先 許可プロトコル 

1 インターネット接続

用仮想端末 

インターネット http,https（Proxy 経由） 

2 インターネット インターネット接続

用仮想端末 

通信不可 

【LGWAN 接続の場合】 

NO 通信元 通信先 許可プロトコル 

注意事項： 

・【インターネット接続の場合】と【LGWAN 接続の場合】では、利用する端末が異なります。

必要なパターンを選択してください。 

・一人一台パソコンの仕様については、デジタル改革推進課に問い合わせてください。 
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1 業務系（一人一台

パソコン設置）セグメ

ント 

LGWAN 接続 http,https（Proxy 経由） 

2 LGWAN 接続 業務系（一人一台

パソコン設置）セグメ

ント 

通信不可 

 

 

 

ウ 本システムで使用する通信プロトコル及び通信ポート以外での接続を禁止し、不正

な接続等があった場合は、それを検知し、ログを取得する仕組みが提供されること。 

 

【インターネット接続の場合】 

エ インターネット接続用仮想端末から、一人一台パソコンへのファイル転送に際しては、

無害化等の検疫をかけている点に留意すること。また、ファイル転送可能な主なファイル

形式は以下のとおり。（ファイルは無害化処理により、マクロ等が除去されます。） 

 

NO ファイル形式 拡張子 

1 Microsoft Word doc、docx、docm 

2 Microsoft Excel xls、xlsx、xlsm 

3 Microsoft PowerPoint ppt、pptx 
4 PDF pdf 
5 テキストファイル txt 
6 CSV ファイル csv 
7 LZH ファイル lzh 
8 ZIP ファイル zip 

 

(5) アクセシビリティ要件 

ア コンテンツの作成は、総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に準拠すること。 

イ 日本語で記述されたコンテンツのみを取り扱うこと。 

ウ 利用者の混乱を招かないよう、画面遷移が少なく、分かりやすさを考慮し、円滑に業

務を進められるようにすること。 

 

(6) 連携サーバの設置 

ア 三重県行政 WAN 上に設置された他の業務システムとデータ連携する際には、三重

県行政 WAN 内に連携サーバを設置し、連携を行うこと。 

イ 各サーバにて利用する OS はサポート期間を考慮し、最新のものとすること。 

注意事項： 

・【インターネット接続の場合】と【LGWAN 接続の場合】では、利用する端末が異なります。

必要なパターンを選択してください。 
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ウ 本システムのサーバは DMZ 上に連携サーバを配置すること。なお、それぞれの機器

は故障に備えて冗長化を可能とすること。 

エ 保守用の KVM またはシリアルコンソール等を接続することにより、現地での保守が

可能であること。 

オ UPS からのシャットダウン信号を受信し、安全にシャットダウンできること。 

カ 開発期間を含め、保守契約が 5 年以上となる可能性がある点に留意してサーバ機

器の保守契約を契約期間内締結すること。 

キ 各サーバ機にはウイルス対策ソフトを用意し、導入すること。 

ク ウイルス対策ソフトのウイルス定義ファイルは、常に最新版とすること。 

ケ 本県が指定する供給源までの電源工事を行うこと。 

コ UPS について、商用電源停止時に 15 分間給電できる能力を有すること。また、商

用電源異常を検知し、管理サーバに信号を送出できること。 

 

 

 

9 テスト要件 

(1) テスト計画書の作成 

実施する単体テスト、結合テスト、総合テスト及び受入テストについて、テスト方針、実施内容

及び実施理由を記載し、テスト工程ごとにテスト計画書として提出すること。また、三重県が主体と

なって実施する受入テストについては、テスト計画書案を作成し、提出すること。 

テスト計画書に記載すべき事項を以下に示す。 

ア 受託者のテスト実施体制と役割 

イ テストに係る詳細な作業及びスケジュール 

ウ テスト環境（テストにおける回線及び機器構成、テスト範囲） 

エ テストツール 

オ テストデータ 

カ 評価指標 

(2) テストに係る要件 

ア テスト工程共通要件 

単体テスト、結合テスト及び総合テストの各テスト工程において共通する要件を以下に示

す。 

(ア) 受託者はテストの管理主体としてテストの管理を実施するとともに、その結果と品

質に責任を負うこと。 

注意事項： 

・連携サーバを設置して、庁内の他システムと連携が必要な場合は、デジタル改革推進課

に相談してください。 
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(イ) 受託者は三重県及び関連する他システムに係る事業者等との作業調整を行うこ

と。 

(ウ) 各テスト工程は、三重県の関係者に対する作業負荷を抑える工夫をした計画を

立てること。 

(エ) 三重県に対し定期進捗報告及び問題発生時の随時報告を行うこと。 

(オ) 各テストを行うため、一連のテストケース（入力、出力及びテスト基準）、テストシナ

リオ（例外処理を含む。）、テストデータ、テスト評価項目及びテスト手順を各テスト実施前

に整理し、テスト実施要領として作成の上、提出すること。 

(カ) 各テスト終了時に、実施内容、品質評価結果及び次工程への申し送り事項等に

ついて、三重県と協議の上、テスト結果報告書を作成すること。 

(キ) テスト時に使用した不要なデータ、ユーザＩＤ、プロセス及びサービス等は本番稼

働前には完全に削除し、削除したことを示す記録を上記カのテスト結果報告書に含め、

提出すること。 

イ テストデータ要件 

テストにおいて使用するテストデータに係る要件を以下に示す。 

(ア) テストデータは、原則として受託者において用意すること。 

(イ) テストデータの管理は、受託者が責任を持って行うこと。なお、テスト工程ごとのテ

スト計画書にテストデータの種類等を記載し、使用したテストデータは、テスト結果ととも

に媒体で納入すること。 

ウ テスト環境要件 

テスト環境に係る要件を以下に示す。 

(ア) 単体テスト及び結合テストに必要な機器等は、受託者の負担と責任において準

備すること。 

(イ) 総合テスト及び受入テストに必要な機器等の準備、及び、テストを実施するため

に必要な各種設定を受託者の責任において実施し、本番環境と同等の環境を準備する

こと。 

エ 単体テスト要件 

開発したモジュール等の単位で、プログラムが正常に動作すること等のテストを行うこと。 

オ 結合テスト要件 

プログラム及びモジュールが、本システム全体において、正しく機能することを確認するた

め、段階的に結合した状態でテストを行い、ソフトウェアの結合が完全であることを確認する

こと。 

カ 総合テスト要件 

総合テストに係る要件を以下に示す。 

(ア) 本システムが要求どおりに構築されていることを確認可能なテストを行うこと。 

(イ) 本システムが納入可能であることを確認すること。 
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(ウ) 上記ア及びイの確認に当たっては、ソフトウェアが仕様に適合し、かつ本番環境

で利用可能であることを確認できる評価指標を設定した上で、テストを実施すること。 

(エ) 性能及び負荷のテストにおいては、本番環境と同様の環境により負荷等をかけ、

問題が発生しないことを確認すること。 

(オ) 総合テストでは、以下の項目について確認を行うこと。 

I. 機能性 

ａ システム機能が、正常系、異常系ともに仕様書どおりに動作すること。 

 

b 情報セキュリティ要件を満たしていること。 

II. 信頼性 

ａ 信頼性要件を満たしていること。 

ｂ 障害が発生した際の回復処理が適切であること。 

III. 使用性 

ａ 要件及び説明書どおりに動作し、利用者が利用しやすいこと。 

IV. 性能性 

ａ オンライン処理、バッチ処理の応答時間、スループットが適切であること。 

ｂ システムの限界条件（データ量、処理量）下で、正常に動作すること。 

キ 受入テスト要件 

三重県が主体となって実施する受入テストに係る要件を以下に示す。 

(ア) 受入テスト実施者が行う具体的な手順及び結果を記入するための受入テスト手

順書案を作成すること。なお、システム操作に精通していない職員でも分かりやすいテス

トとなるように工夫すること。 

(イ) 一部の利用拠点で先行的に受入テストを実施し、受入テストが問題なく行えること

を確認すること。なお、先行的な受入テストを行う利用拠点及び時期等は三重県と調整

の上、決定すること。 

(ウ) 受入テストは三重県が主体となって行うが、三重県の求めに応じて受入テストを

サポートするための要員を確保すること。 

(エ) 可能な限り本番環境と同等の受入テスト実施環境を準備すること。 

(オ) 受入テストで必要となるテストデータについて準備すること。 

(カ) 受入テストで確認された障害について、解析を行い、対応方針を提示し三重県の

承認を得ること。 

(キ) 三重県に承認された対応方針に従い、プログラム及びドキュメント等を修正するこ

と。 
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10 移行要件 

(1) 移行に係る要件 

ア 現行システムからの情報・データの抽出に関しては、現行システム保守事業者によ

って、一般的なファイル形式にて抽出・提供までが行われる。 

受託者は、当該データを受領することを前提に、必要に応じ、本システムデータベース

への移行プログラムの設計・開発、移行作業、移行後のデータに関する正当性確認等、移

行に当たって必要となる各種作業を実施すること。 

イ 現行システムで利用している情報データを移行し、さらなる業務の効率化合理化が

図れるよう、必要に応じ変更等を行うこと。 

ウ 移行は、●●年度に実施する「●●年度●●システム運用保守業務」の開始までに

実施すること。 

エ 現行システムからのデータ取り出しについては、本業務の範囲外とする。 

オ 将来の再構築や機器更新に備え、移行の妨げや特定の装置や情報システムに依

存することを防止するため、次期システムからのデータ取り出しについては、CSV や XML

形式等、他のシステムでも読み込み可能な形式で抽出できるようにすること。 

また、抽出データについて、データ構造を表す資料を作成し提供すること。 

カ 次期システムから次々期システムへのデータ取り出しについては、本業務の範囲内

とする。 

 

 

 

(2) 研修に係る要件 

システム利用者及びシステム担当者が、本システムの操作を習得し、システムの稼働、管理・

維持ができるために必要な教育を三重県内で実施すること。 

ア システム利用者向け研修 

システム利用者が本システムの操作を習得するための研修を実施すること。 

研修は、業務操作マニュアルを主体に使用した実機操作研修とする。 

研修の時間及び回数は、半日を 1 回とし、1 回当たり最大 25 名の出席を予定し、●回

実施すること。 

研修と併せてアンケートを実施し、結果集計と解析を行い、三重県に報告すること。 

また、集計や解析結果を基にシステムの改善箇所等の発見や次回以降の研修内容の

改善案を作成すること。 

イ システム担当者向け研修 

システム担当者が本システムの稼働、管理・維持に必要な内容を習得するための研修

を実施すること。 

研修は運用マニュアルを主体に使用し、2～3 日程度の日程で実施すること。 
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11 運用要件 

(1) システム操作・監視等要件 

ア 本システムの運用時間は、原則として勤務時間内とするが、●●時期、●●時期等

の繁忙期においては、三重県担当職員と必要性を検討の上合意し、その範囲では勤務

時間外も運用可能とすること。 

 

(2) データ管理要件 

ア プログラム、データ、各種ログ等の特性に応じ、定期的にバックアップができること。 

イ バックアップを行うタイミングは、三重県担当職員と検討の上、決定すること。 

ウ バックアップデータの保管場所は業務継続性等を勘案した遠隔地とし、事前に三重

県と合意すること。 

 

12 保守要件 

(1) ソフトウェア保守要件 

本業務の受託者は、効率的に保守業務が行えるよう、以下の要件に従い、保守設計を行うこ

と。 

ア 不具合が発生した際、早急な修正対象の特定と修正計画が可能な仕組を用意する

こと。 

イ 設計情報、定義情報等のドキュメントを整備し、障害や改訂の際に対象箇所を容易

に識別できるようにすること。 

ウ ソフトウェアのバージョン管理を適切に行える仕組を提供すること。 

エ ソフトウェア構造を明確にし、仕様変更時や障害対応時の妥当性検証を省力化する

ための工夫をすること。 

オ ソフトウェア・ファームウェアの脆弱性対策がメーカ等から公表された場合は、速やか

に県に連絡すること。連絡後、県と協議し対策を実施すること。 

 

(2) ハードウェア保守要件 

保守対応時間は、8 時 00 分から 18 時 00 分までを可能にすること。 

「3 信頼性要件」に記述した要件を満たすように、ハードウェア保守の具体的な方法を提示す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項： 

将来、別のクラウドサービスを利用する場合は、現行のクラウドに記録されたデータを消去してもらう

必要がありますが、クラウドサービス事業者によって対応が異なることが想定されます。記載内容につ

いては、情報システム課と協議してください。 

詳細は、情報システム課長発出の事務連絡 令和 2 年 2 月 27 日「情報システム機器の廃棄等時

におけるセキュリティの確保について」を参照してください。 

※データ消去時は、次期システムへの移行用にデータ抽出したことを確実に確認してください。 

（「10 移行要件(1)オ」に記載の要件） 
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13 次期システム移行時のデータ消去 

将来の再構築や機器更新など本システムの利用を停止する際に、個々の電磁的記録媒体に記

録されたデータの抹消措置を適正に履行したことを証する証明書を提出すること。 

 

第5 作業体制及び方法 

1 作業体制 

(1) 体制 

受託者は、本業務を履行できる体制を設けるとともに、作業に先立ち以下の事項について提

出し、三重県職員の了承を得ること。なお、原則として体制の変更は認めず、やむを得ず変更す

る場合は事前に担当者の了承を得ること。 

また、受託者は、本業務の履行が確実に行われるよう、本業務の全期間にわたって、必要とな

るスキル、経験を有した要員の確保を保証すること。 

ア 受託者側の体制 

イ 受託者側の責任者（品質管理責任者等含む） 

ウ 主任担当者 

主任担当者に求める要件は、次のとおりとする。プロジェクト管理者と開発リーダは兼任して差

し支えないものとする。 

(ア) プロジェクト管理者 

PMBOK※又はこれに類する手法に即したプロジェクト管理を実施すること。 

(イ) 開発リーダ 

データベース・システムの企画・設計に関する知見や技術を有すること。 

エ 連絡体制（受託者側の対応窓口） 

(2) 三重県職員が受託者に対し、常時契約履行状況に関する調査を行える体制とすること。

なお、受託者は作業体制図を作成・提出すること。 

  ※PMBOK（Project Management Body of Knowledge）：プロジェクトマネジメントに関するノウハウや手法を体系立

ててまとめた、プロジェクトマネジメントに関する標準的な規格。 

 

2 開発方法 

(1) プロジェクト実行計画 

受託者は、本業務を実施するため、プロジェクト実行計画書及びスケジュール（WBS を含む。

以下「プロジェクト実行計画書等」という。）の原案を本業務の契約後●日以内に作成・提出し、

三重県の承認を得て決定すること。 

ア プロジェクト実行計画書については、PMBOK※又はこれに類するプロジェクト管理手

法に即したリスク管理・品質管理等を行うものとし、以下の内容を提示すること。 

(ア) ソフトウェア開発プロセス 

ａ 成果物 
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ｂ 成果物と関連付けられた作業スケジュール 

ｃ チェックポイント 

ｄ 主要マイルストーン 

ｅ プロセス改善手順 

(イ) 開発途上で変更、詳細化される付属資料 

ａ 副次的マイルストーンの対象と内容 

ｂ プロジェクト組織及び要員配置計画 

イ WBS に基づき、ガントチャート形式のプロジェクト実行スケジュール（マスタスケジュ

ール）を併せて作成・提出すること 

ウ プロジェクト実行計画書等は、作業の進捗状況に合わせ随時内容の更新及び詳細

化を図ることとし、更新後の計画書等は、定例会等の機会を利用して、三重県に報

告・提出すること。 

(2) 開発工程 

受託者は、本業務の遂行に当たっては、本業務のプロジェクト実行計画書等に定めた事項を

遵守し、PMBOK※又はこれに類するプロジェクト管理体系に準拠したリスク管理・品質管理等によ

るプロジェクト管理を行うこと。 

(3) 進捗管理方法 

ア 各作業に関する打合せ、納品物等のレビュー及び作業進捗確認のため、作業期間

中、原則として週 1 回、定例会議を行うこと。 

イ 毎回の定例会議の議事録及び課題・問題点管理表を、原則 3 日後までに作成し、

●●に提出すること。 

ウ 定例会議では、開発スケジュールと実際の進捗状況の差を明らかにし、その原因と

対策を明らかにすること。なお、作業計画書の各管理要領については一覧形式の管

理表を作成し報告を行うこと。 

エ 三重県庁舎内での作業に当たっては、三重県の指示に従うものとし、作業終了後は

報告書を提出すること。 

(4) システムテスト（開発を行う工程におけるテスト） 

ア 受託者はテストに先立ち「テスト計画書」を提出し、職員の了承を得ること。なお、テス

ト計画書には、単体テスト、結合テスト、総合テストごとにテスト項目、テスト環境、テス

トシナリオをスケジュール表とともに明示すること。 

(5) ドキュメント基準 

ア ドキュメントについては、作成に先立ちその構成や記載項目、記載内容及び記載水

準等を規定した作成要領を提出し、三重県の承認を得た上でこれに従うこと。 

イ ドキュメントの内容について、三重県のレビューを受けること。 

(6) 開発環境 

ア 本業務における開発環境は、受託者の負担と責任において確保すること。 
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3 導入 

(1) 本システムの導入作業及び試験・調整は、三重県が指定する日時及び設置場所で実施

すること。 

(2) 試験・調整に当たっては、あらかじめ計画書を提出し、これに従うこと。 

 

第6 情報セキュリティに関する受託者の責任 

1 受託者は、三重県電子情報安全対策基準及び受託者内部のセキュリティポリシー等に基づき、

情報セキュリティを確保できる体制を整備するとともに、情報漏えい等の情報セキュリティ侵害

への対策が十分に講じられた作業環境において、本業務に係る作業を実施するものとする。 

  なお、三重県電子情報安全対策基準については、受託者のみに提示する。 

2 受託者は、本業務に係る作業を実施するすべての関係者に対し、私物（関係者個人の所有物

等、受託者管理外のものを指す。以下、同じ。）コンピュータ及び私物記録媒体（USB メモリ等）

に三重県に関連する情報を保存すること及び本業務に係る作業を私物コンピュータにおいて

実施することを禁止するものとする。 

3 受託者は、本業務における情報セキュリティ対策の履行状況について、職員に確認を求められ

た場合には、これを報告するものとする。また、受託者は履行状況について、三重県が自ら確

認しようとすることに協力するものとする。 

4 受託者は、本業務における情報セキュリティ対策の履行状況について三重県が改善を求めた

場合には、三重県と協議の上、必要な改善策を立案して速やかに実施するものとする。 

5 受託者は、本業務に係る作業中及び契約に定める契約不適合責任の期間中において、受託

者における情報セキュリティ上の問題を原因とした情報セキュリティ侵害が発生した場合には、

直ちに職員へ報告の上、受託者の責任及び負担において、次の各事項を速やかに実施するも

のとする。 

(1) 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への

対応策を立案し、三重県の承認を得た上で実施すること。 

(2) 発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、三

重県へ提出して承認を得ること。 

(3) 再発防止対策を立案し、三重県の承認を得た上で実施すること。 

(4) 上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、担当職員の指示に基づく措置を

実施すること。 

 

第7 遵守すべき法令等 

1 受託者は、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成 11 年 8 月

13 日法律第 128 号）等の関係法規を遵守すること。 

2 受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）及び受託者が

定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。 
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第8 受託者の義務 

1 受託者の義務 

(1) 本業務の遂行に当たっては、三重県の求めに応じ、速やかに資料等の提出を行うこと。 

(2) 本業務において、契約書及び仕様書に明示されていない事項でも、その履行上、当然

必要な事項については、受託者が責任を持って対応すること。 

(3) 契約書及び仕様書に明示されているすべての業務に対し、いかなる場合においても三

重県に別途費用を請求することはできない。ただし、三重県の要求仕様の変更による追加費

用については別途協議を行うものとする。 

(4) システム開発に当たり、現行システム及び連携する外部システムの開発・保守事業者の

協力を得る場合は、職員と十分な調整を図り、受託者の負担と責任において実施すること。 

(5) 現行システムからのデータ移行を実施する際には、職員及び現行システムの開発及び

保守事業者と十分な調整を図り、受託者の負担と責任において実施すること。 

 

第9 支払条件 

1 支払条件 

(1) 契約後、三重県と協議の上、支払時期及び各年度の業務に応じた支払金額を決定する

ものとする。 

(2) 「基本設計」及び「詳細設計」の支払時期は、三重県による履行確認後（●●年●月末

日予定）とする。 

(3) 「開発・単体テスト」から「移行」まで業務の支払時期は、三重県による履行確認後（●●

年●月末日予定）とする。 

 

第10 著作権等 

1 成果品等のうちプログラム言語で書かれるスクリプト・プログラムの著作権は、受託者又は開発

元に帰属する。 

2 成果品等のうちプログラム言語で書かれるスクリプト・プログラムなどを除く一切の資料・データ

（帳票、CSV ファイル、データベースの説明資料、マスタテーブルと各テーブルの対応関係（リ

レーション）を説明する資料、画面とデータベースの対応を説明する資料、三重県職員に対す

る研修資料等）の著作権は、三重県に帰属するものとする。 

3 成果品のうち新規に発生した著作物にかかる全ての著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に

規定する権利を含む。）及び成果品のうち三重県又は受託者が委託業務の従前から著作権を

有する著作物の翻案等により発生した二次的著作物の著作権は、成果品の引渡しをもって三

重県に譲渡されるものとする。 

4 前項の規定により著作権を譲渡すべき著作物の著作権が受託者以外の第三者に帰属してい

る場合は、受託者は成果品等の引渡し時点までに当該著作権を取得したうえ、三重県に譲渡

するものとする。 
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5 成果品等のうち、上記 3 の規定の対象外で著作権が受託者に留保されている著作物について

は、三重県が成果品等を自ら利用するために必要な範囲において三重県及び三重県が指定

する者が自由に利用（著作権法に基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ。）できるもの

とする。 

6 成果品等のうち、上記 3 の規定の対象外で著作権が第三者に帰属している著作物について

は、受託者は、三重県が成果品を利用するために必要な範囲において三重県及び三重県が

指定する者が利用することについて当該第三者の許諾を得るものとする。 

7 三重県は著作権法第 20 条第 2 項、第 3 号又は第 4 号に該当しない場合においても、その使

用のために、成果品等を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとす

る。 

8 受託者は、上記 3 に基づき三重県に著作権を譲渡した著作物に関する著作者人格権（著作権

法第 18 条から第 20 条までに規定する権利をいう。以下同じ。）を一切行使しないものとする。 

9 受託者は、上記 4 に基づき三重県に著作権を譲渡した著作物について、当該第三者が著作者

人格権を一切行使しない旨の契約を締結するものとする。 

10 前 2 項の著作者人格権の不行使は、三重県が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も

継続するものとする。 

11 本条における著作権の譲渡、著作者人格権の不行使、著作物の利用許諾等にかかる一切の

対価及び経費は契約金額に含まれているものとする。 

12 受託者が受託者の営業のために成果品等を利用し、又は改変する場合は、書面により三重県

に届けるものとし、三重県は三重県の業務に支障のない限りこれを許諾するものとする。 

13 本契約、仕様書等にいう成果品等には、上記 1 を除き、すべて所有権及び著作権等が三重県

に帰属する旨の表示をするものとする。 

 

第11 工業所有権 

1 委託業務の履行に関連して三重県及び受託者が各々単独で特許権、意匠権その他の工業所

有権（以下「工業所有権」という。）を獲得した場合、三重県が成果品等を利用（委託業務の目

的に沿った本契約終了後の事業への利用を含む。以下同じ。）するために必要な範囲におい

て三重県・受託者相互に無償で当該工業所有権を使用できるものとする。ただし、三重県及び

受託者は、もっぱら相手方の発案によるものをもって、自ら単独の工業所有権を獲得してはなら

ない。また、三重県及び受託者は、特許法第 38 条、意匠法第 15 条その他関係法規の規定に

基づき、発明等に至る過程が完全に一方に属するもの以外は、すべてその工業所有権を共有

としなければならない。 

2 受託者が従前より保有し、若しくは第三者から承継又は実施権の設定を受けた工業所有権を

委託業務に適用する場合、受託者は当該工業所有権に関する対価を請求しないものとする。 

3 受託者が前項の工業所有権を第三者に承継させる場合は、三重県が成果品等を利用するた

めに必要な範囲において、三重県又は三重県の指定する者に当該工業所有権の対価の請求
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及び権利侵害の主張をしない旨を保証するものとし、当該第三者が他の第三者に承継させる

場合も同様の保証を行わせるものとする。 

4 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。 

 

第12 第三者の権利侵害 

1 三重県に引き渡された成果品等の全部又は一部につき、三重県が当該成果品等を自ら利用

するに当たり、第三者から著作権、工業所有権等（以下総称して「知的財産権」という。）を侵害

するものであるとして三重県に対し何らかの訴え、異議、請求等（以下総称して「紛争」という。）

がなされ、三重県から受託者へ処理の要請があった場合、受託者は三重県に代わって当該第

三者との紛争を処理するものとする。その際、受託者は、当該第三者に対する損害賠償金の支

払いを含む紛争処理費用を負担するものとする。なお、この場合、三重県は当該第三者との紛

争を受託者が処理するために必要な権限を受託者に委任するとともに、必要な協力を受託者

に行うものとする。 

2 前項において成果品の全部又は一部が第三者の知的財産権を侵害するものであると判断され

る場合、三重県・受託者協議の上、受託者は次の各号のいずれかの措置をとるものとする。 

(1) 成果品を侵害のないものに改変すること。 

(2) 三重県が成果品を利用することが可能となるよう、当該第三者の許諾を得ること。 

(3) 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。 

 

第13 契約不適合責任 

1 委託者は、成果品に種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しない状態（以下「契約

不適合」という。）があるときは、受託者に対して、その契約不適合の修補、代替品の引渡し、不

足品の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受託者は、委託者に不相当

な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をす

ることができる。 

2 前項に規定する場合において、委託者は、同項に規定する履行の追完の請求（以下「追完請

求」という。）に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができ

る。 

3 第１項に規定する場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その

期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額

を請求することができる。この場合において、業務委託料の減額の割合は引渡日を基準とす

る。 

4 追完請求、前項に規定する業務委託料の減額の請求（以下「業務委託料減額請求」という。）、

損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合（数量に関する契約不適合を除く。次項にお

いて同じ。）が委託者の供した材料の性質又は委託者の与えた指図によって生じたものである

ときは行うことはできない。ただし、受託者が、その材料又は指図が不適当であることを知りなが

ら告げなかったときは、この限りではない。 
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5 委託者が契約不適合を知った時から１年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者

は、その不適合を理由として、追完請求、業務委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の

解除をすることができない。ただし、受託者が引き渡した時にその不適合を知り、又は重大な過

失によって知らなかったときは、この限りでない。 

 

第14 機密保持 

1 受託者は、受託期間中または受託期間終了後を問わず、業務を遂行するうえで知り得た個人

情報及び機密情報を本業務の目的以外に使用し、又は第三者に開示若しくは漏えいしてはな

らない。 

2 受託者が個人情報の処理等を行う場合は、三重県個人情報の保護に関する法律施行条例に

基づき個人情報の漏えい、滅失及びき損に対する防止措置を講じなければならない。 

 

第15 再委託の制限 

1 受託者は、三重県の承認を得ないで業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。た

だし、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及

び再委託の金額等について記載した書面を三重県に提出し、三重県の承認を得た場合はこの

限りではない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

2 前項の規定は、受託者が資料の謄写、製本等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適

用しない。 

 

第16 暴力団等排除措置要綱による不当介入に対する措置 

1 受託者は、業務の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下暴力

団等という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。 

(1) 断固として不当介入を拒否すること。 

(2) 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

(3) 三重県に報告すること。 

(4) 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れ

が生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、三重県と協議を行うこと。 

2 受託者が１の（２）又は（３）の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴

力団等排除措置要綱」第 7 条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落

札資格停止等の措置をとるものとする。 

 

第17 環境への配慮事項 

1 「みえ・グリーン購入基本方針」及び「●●年度環境物品等の調達方針」に適合していること。 

2 導入する機器については、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、発熱対

策、騒音対策等の環境配意を行うこと。 


